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教 育 職 員 免 許 法 に 基 づ く 免 許 状 の 有 効 期 間 の 更 新 及 び 延 長 並 び に 免 許 状 更 新 講 習 等 に 関

す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。 

  平 成 二 十 一 年 三 月 十 三 日 

                 千 葉 県 教 育 委 員 会 委 員 長  天 笠    茂   

千 葉 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一 号 

教 育 職 員 免 許 法 に 基 づ く 免 許 状 の 有 効 期 間 の 更 新 及 び 延 長 並 び に 免 許 状 更 新 講 習 等

に 関 す る 規 則 

 （ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 教 育 職 員 免 許 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 四 十 七 号 。 以 下 「 免 許 法 」

と い う 。 ） 第 九 条 の 二 の 規 定 に よ る 免 許 状 の 有 効 期 間 の 更 新 及 び 延 長 並 び に 第 九 条 の 三 の

規 定 に よ る 免 許 状 更 新 講 習 並 び に 教 育 職 員 免 許 法 及 び 教 育 公 務 員 特 例 法 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 九 十 八 号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 条 の 規 定 に よ る

更 新 講 習 修 了 確 認 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 免 許 状 の 有 効 期 間 の 更 新 申 請 ） 

第 二 条 免 許 法 第 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 普 通 免 許 状 又 は 特 別 免 許 状 の 有 効 期 間 の 更

新 を 受 け よ う と す る 者 は 、 有 効 期 間 更 新 申 請 書 （ 別 記 第 一 号 様 式 ） に 次 の 各 号 に 掲 げ る

書 類 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 法 第 九 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 免 許 状 更 新 講 習 を 受 け

る 必 要 が な い も の と す る 免 許 管 理 者 の 認 定 を 受 け て 有 効 期 間 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者

に あ っ て は 、 第 二 号 に 掲 げ る 書 類 に 限 る 。 ） を 添 え て 千 葉 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 県 教 育 委

員 会 」 と い う 。 ） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一 免 許 法 第 七 条 第 四 項 に 規 定 す る 証 明 書 （ 以 下 「 免 許 状 更 新 講 習 （ 修 了 ） （ 履 修 ） 証 明

書 」 と い う 。 ） 

二 申 請 者 が 普 通 免 許 状 又 は 特 別 免 許 状 を 有 す る こ と を 証 す る 書 類 

（ 免 許 状 更 新 講 習 の 免 除 対 象 者 ） 

第 三 条 教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 文 部 省 令 第 二 十 六 号 。 以 下 「 免 許 法 施 行

規 則 」 と い う 。 ） 第 六 十 一 条 の 四 第 二 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 教 育 職 員 （ 免

許 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 教 育 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を し て い た 者 で あ っ て 、 指 導

主 事 、 社 会 教 育 主 事 そ の 他 県 教 育 委 員 会 又 は 市 町 村 の 教 育 委 員 会 （ 以 下 単 に 「 教 育 委 員

会 」 と い う 。 ） に お い て 学 校 教 育 又 は 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 関 す る 事 務

に 従 事 し て い る も の と す る 。 

２ 免 許 法 施 行 規 則 第 六 十 一 条 の 四 第 四 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 者 と す る 。 

一 教 育 職 員 を し て い た 者 で あ っ て 、 教 育 委 員 会 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 き 国 若 し く は 地

方 公 共 団 体 の 職 員 又 は 次 に 掲 げ る 法 人 の 役 員 若 し く は 職 員 と な っ て い る も の の う ち 、

学 校 教 育 又 は 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 関 す る 事 務 に 従 事 し て い る も の 

イ 国 立 大 学 法 人 （ 国 立 大 学 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規
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定 す る 国 立 大 学 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 （ 同 条 第 三 項 に

規 定 す る 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 

ロ 独 立 行 政 法 人 （ 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ） 第 二 条 第 一 項 に

規 定 す る 独 立 行 政 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ て 、 免 許 法 施 行 規 則 第 六 十 一 条 の

四 第 四 号 ニ の 規 定 に よ り 文 部 科 学 大 臣 が 指 定 し た も の 

二 学 校 法 人 （ 私 立 学 校 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 七 十 号 ） 第 三 条 に 規 定 す る 学 校 法

人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 役 員 

三 前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 こ れ ら の 者 に 準 ず る 者 と し て 県 教 育 委 員 会 の 教 育 長 （ 以

下 「 教 育 長 」 と い う 。 ） が 別 に 定 め る 者 

３ 免 許 法 施 行 規 則 第 六 十 一 条 の 四 第 五 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 指 定 す る 表 彰 等 は 、 文

部 科 学 大 臣 、 県 教 育 委 員 会 若 し く は 千 葉 市 教 育 委 員 会 又 は 教 育 長 が 別 に 定 め る 団 体 が 行

う 表 彰 等 の う ち 、 教 育 長 が 別 に 定 め る 表 彰 等 （ 普 通 免 許 状 又 は 特 別 免 許 状 の 有 効 期 間 の

満 了 す る 日 の 十 年 前 の 日 以 後 に 受 け た も の に 限 る 。 ） と す る 。 

（ 免 許 状 の 有 効 期 間 の 延 長 申 請 ） 

第 四 条 免 許 法 第 九 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ り 普 通 免 許 状 又 は 特 別 免 許 状 の 有 効 期 間 の 延

長 を 受 け よ う と す る 者 は 、 有 効 期 間 延 長 申 請 書 （ 別 記 第 二 号 様 式 ） に そ の 者 が 当 該 免 許

状 を 有 す る こ と を 証 す る 書 類 を 添 え て 県 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 免 許 状 更 新 講 習 を 受 講 で き る 者 ） 

第 五 条 免 許 状 更 新 講 習 規 則 （ 平 成 二 十 年 文 部 科 学 省 令 第 十 号 ） 第 九 条 第 一 項 第 二 号 に 規

定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 教 育 職 員 を し て い た 者 で あ っ て 、 指 導 主 事 、 社 会 教 育

主 事 そ の 他 教 育 委 員 会 に お い て 学 校 教 育 又 は 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 関

す る 事 務 に 従 事 し て い る も の と す る 。 

２ 免 許 状 更 新 講 習 規 則 第 九 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 者 と す る 。 

一 教 育 職 員 を し て い た 者 で あ っ て 、 教 育 委 員 会 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 き 国 若 し く は 地

方 公 共 団 体 の 職 員 又 は 次 に 掲 げ る 法 人 の 役 員 若 し く は 職 員 と な っ て い る も の の う ち 、

学 校 教 育 又 は 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 関 す る 事 務 に 従 事 し て い る も の 

イ 国 立 大 学 法 人 及 び 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 

ロ 独 立 行 政 法 人 （ 免 許 状 更 新 講 習 規 則 第 九 条 第 一 項 第 三 号 ニ の 規 定 に よ り 文 部 科 学

大 臣 が 指 定 し た も の に 限 る 。 ） 

二 学 校 法 人 の 役 員 

三 前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 こ れ ら の 者 に 準 ず る 者 と し て 教 育 長 が 別 に 定 め る 者 

（ 免 許 状 更 新 講 習 の 修 了 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 者 ） 

第 六 条 教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 二 十 年 文 部 科 学 省 令 第 九 号 。

以 下 「 改 正 省 令 」 と い う 。 ） 附 則 第 三 条 第 二 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 教 育

職 員 を し て い た 者 で あ っ て 、 指 導 主 事 、 社 会 教 育 主 事 そ の 他 教 育 委 員 会 に お い て 学 校 教
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育 又 は 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 関 す る 事 務 に 従 事 し て い る も の と す る 。 

２ 改 正 省 令 附 則 第 三 条 第 三 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者

と す る 。 

一 教 育 職 員 を し て い た 者 で あ っ て 、 教 育 委 員 会 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 き 地 方 公 共 団 体

の 職 員 又 は 国 立 大 学 法 人 （ 幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 又 は 特

別 支 援 学 校 を 設 置 す る も の に 限 る 。 ） の 役 員 若 し く は 職 員 と な っ て い る も の の う ち 、 学

校 教 育 又 は 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 関 す る 事 務 に 従 事 し て い る も の 

二 学 校 法 人 （ 幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 又 は 特 別 支 援 学 校 を

設 置 す る も の に 限 る 。 ） の 役 員 

三 前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 こ れ ら の 者 に 準 ず る 者 と し て 教 育 長 が 別 に 定 め る 者 

（ 免 許 状 更 新 講 習 の 修 了 確 認 申 請 ） 

第 七 条 改 正 法 附 則 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 更 新 講 習 修 了 確 認 を 受 け よ う と す る 者 は 、

更 新 講 習 修 了 確 認 申 請 書 （ 別 記 第 三 号 様 式 ） に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 県 教 育 委

員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一 免 許 状 更 新 講 習 （ 修 了 ） （ 履 修 ） 証 明 書 

二 申 請 者 が 普 通 免 許 状 又 は 特 別 免 許 状 を 有 す る こ と を 証 す る 書 類 

（ 改 正 法 附 則 第 二 条 第 三 項 第 三 号 の 確 認 申 請 ） 

第 八 条 改 正 法 附 則 第 二 条 第 三 項 第 三 号 の 確 認 を 受 け よ う と す る 者 は 、 改 正 法 附 則 第 二 条

第 三 項 第 三 号 の 確 認 申 請 書 （ 別 記 第 四 号 様 式 ） に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 県 教 育

委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一 免 許 状 更 新 講 習 （ 修 了 ） （ 履 修 ） 証 明 書 

二 申 請 者 が 普 通 免 許 状 又 は 特 別 免 許 状 を 有 す る こ と を 証 す る 書 類 

（ 免 許 状 更 新 講 習 の 修 了 確 認 期 限 の 延 期 申 請 ） 

第 九 条 改 正 法 附 則 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 修 了 確 認 期 限 の 延 期 を 申 請 し よ う と す る 者

は 、 修 了 確 認 期 限 延 期 申 請 書 （ 別 記 第 五 号 様 式 ） に そ の 者 が 普 通 免 許 状 又 は 特 別 免 許 状

を 有 す る こ と を 証 す る 書 類 を 添 え て 県 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 免 許 状 更 新 講 習 が 免 除 さ れ る 旧 免 許 状 所 持 現 職 教 員 ） 

第 十 条 改 正 省 令 附 則 第 十 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 教 育 職 員

を し て い た 者 で あ っ て 、 指 導 主 事 、 社 会 教 育 主 事 そ の 他 教 育 委 員 会 に お い て 学 校 教 育 又

は 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 関 す る 事 務 に 従 事 し て い る も の と す る 。 

２ 改 正 省 令 附 則 第 十 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 者 と す る 。 

一 教 育 職 員 を し て い た 者 で あ っ て 、 教 育 委 員 会 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 き 地 方 公 共 団 体

の 職 員 又 は 国 立 大 学 法 人 （ 幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 又 は 特

別 支 援 学 校 を 設 置 す る も の に 限 る 。 ） の 役 員 若 し く は 職 員 と な っ て い る も の の う ち 、 学

校 教 育 又 は 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 等 に 関 す る 事 務 に 従 事 し て い る も の 
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二 学 校 法 人 （ 幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 又 は 特 別 支 援 学 校 を

設 置 す る も の に 限 る 。 ） の 役 員 

三 前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 こ れ ら の 者 に 準 ず る 者 と し て 教 育 長 が 別 に 定 め る 者 

３ 改 正 省 令 附 則 第 十 条 第 一 項 第 五 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 指 定 す る 表 彰 等 は 、 文 部 科

学 大 臣 、 県 教 育 委 員 会 若 し く は 千 葉 市 教 育 委 員 会 又 は 教 育 長 が 別 に 定 め る 団 体 が 行 う 表

彰 等 の う ち 、 教 育 長 が 別 に 定 め る 表 彰 等 （ 改 正 法 附 則 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 修 了 確 認

期 限 の 十 年 前 の 日 以 後 に 受 け た も の に 限 る 。 ） と す る 。 

（ 免 許 状 更 新 講 習 の 免 除 申 請 ） 

第 十 一 条 改 正 法 附 則 第 二 条 第 五 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 免 許 状 更 新 講 習 免 除 申

請 書 （ 別 記 第 六 号 様 式 ） に そ の 者 が 普 通 免 許 状 又 は 特 別 免 許 状 を 有 す る こ と を 証 す る 書

類 を 添 え て 県 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 
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別 記 

第一号様式（第二条） 

（その一） 

有効期間更新申請書（免許状更新講習の修了によるもの）   

  千葉県教育委員会 様                    年  月  日 

フ リ ガ ナ 

氏    名                ○印 
生年月日   年 月 日 

勤務（予定） 
校又は機関等 

 職  名  

住 所 （電話        ）
本 籍 地

（都道府県名）
 

 私は、次のとおり免許状更新講習の課程を修了したため、教育職員免許法第９条の２

第１項の規定により、下記の免許状について有効期間の更新を申請します。 

１ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏名

免許状に記載
された本籍地 

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

２ 修了又は履修をした免許状更新講習 

事     項 開設者 修了（履修）年月日 対象免許種 

教職についての省察並びに子ど
もの変化、教育政策の動向及び学
校の内外における連携協力につ
いての理解に関する事項 

    年 月 日  

教科指導、生徒指導その他教育の
充実に関する事項 

 
   年 月 日
   年 月 日
   年 月 日

教・養・栄 
教・養・栄 
教・養・栄 

注 この申請書には、次の書類を添付してください。 

１ 免許状の写し、教育職員免許状授与証明書又は有効期間更新証明書（有効期間が

延長されている場合は、有効期間延長証明書）のいずれか 

２ 免許状更新講習の開設者が発行する免許状更新講習（修了）（履修）証明書（当該

証明書が免許状更新講習の開設者から免許管理者に直接送付される場合は不要で

す。）。 

収入証紙 

はり付け 
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     （その二） 

有効期間更新申請書（免許状更新講習の免除によるもの）  

  千葉県教育委員会 様                    年  月  日 

フ リ ガ ナ 

氏    名                ○印 
生年月日   年 月 日 

勤務（予定） 
校又は機関等 

 職  名  

住 所 （電話        ）
本 籍 地

（都道府県名）
 

 私は、次のとおり教育職員免許法施行規則第61条の４に規定する免許状更新講習を受

ける必要がない者に該当するため、教育職員免許法第９条の２第１項の規定により、下

記の免許状について有効期間の更新を申請します。 

１ 免除事由 

 

２ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏名

免許状に記載
された本籍地 

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

 

（証明者記入欄） 

 上記の者は、教育職員免許法第61条の４に規定する者に該当することを証明する。 

年  月  日   （所属） 

          （職及び氏名）             ○印  

注 この申請書には、免許状の写し、教育職員免許状授与証明書又は有効期間更新証明

書（有効期間が延長されている場合は、有効期間延長証明書）のいずれかを添付して

ください。 

収入証紙 

はり付け 
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    第二号様式（第四条） 

有 効 期 間 延 長 申 請 書 

  千葉県教育委員会 様                    年  月  日 

フ リ ガ ナ 

氏    名                ○印 
生年月日   年 月 日 

勤務（予定） 
校又は機関等 

 職  名  

住 所 （電話        ）
本 籍 地

（都道府県名）
 

 私は、次のとおり教育職員免許法第９条の２第５項に規定する事由（教育職員免許法

施行規則第61条の５各号に規定する事由を含む。）に該当するため、同令第61条の９第１

項の規定により、下記の免許状について有効期間の延長を申請します。 

１ 延長事由 

（延長事由が継続する期間    年  月  日～  年  月  日） 

２ 延長期間      年  月  日まで延長 

３ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏 名

免許状に記載
された本籍地 

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

４ 延長前の有効期間      年  月  日まで 

（証明者記入欄） 

 上記の者は、教育職員免許法第９条の２第５項に規定する事由（教育職員免許法施

行規則第61条の５各号に規定する事由を含む。）に該当することを証明する。 

年  月  日   （所属） 

          （職及び氏名）             ○印  

注 この申請書には、次の書類を添付してください。 

１ 免許状の写し、教育職員免許状授与証明書又は有効期間更新証明書（有効期間が

延長されている場合は有効期間延長証明書）のいずれか 

２ 所属長の意見書 

収入証紙 

はり付け 
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    第三号様式（第七条） 

更新講習修了確認申請書 

  千葉県教育委員会 様                    年  月  日 

フ リ ガ ナ 

氏    名                ○印  
生年月日   年 月 日 

勤務（予定） 
校又は機関等 

 職  名  

住 所 （電話        ）
本 籍 地

（都道府県名）
 

 私は、次のとおり免許状更新講習の課程を修了したため、教育職員免許法施行規則の

一部を改正する省令（平成20年文部科学省令第９号）附則第９条第１項の規定により、

下記の免許状について教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平

成19年法律第98号）附則第２条第２項の規定による更新講習修了確認を申請します。 

１ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏 名

免許状に記載
された本籍地 

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

２ 修了又は履修をした免許状更新講習 

事     項 開設者 修了（履修）年月日 対象免許種 

教職についての省察並びに子ど
もの変化、教育政策の動向及び学
校の内外における連携協力につ
いての理解に関する事項 

    年 月 日  

教科指導、生徒指導その他教育の
充実に関する事項 

 
   年 月 日
   年 月 日
   年 月 日

教・養・栄 
教・養・栄 
教・養・栄 

注 この申請書には、次の書類を添付してください。 
１ 免許状の写し、教育職員免許状授与証明書、更新講習修了確認証明書又は教育職員免
許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附則第２条第
３項第３号の確認証明書（前回の更新講習修了確認が免除されている場合は免許状更新
講習免除証明書、修了確認期限が延期されている場合は修了確認期限延期証明書）のい
ずれか 

２ 免許状更新講習の開設者が発行する免許状更新講習（修了）（履修）証明書（当該証
明書が免許状更新講習の開設者から免許管理者に直接送付される場合は不要です。）。 

収入証紙 

はり付け 
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    第四号様式（第八条） 

改正法附則第二条第三項第三号の確認申請書 

  千葉県教育委員会 様                    年  月  日 

フ リ ガ ナ 

氏    名                ○印  
生年月日   年 月 日 

勤務（予定） 
校又は機関等 

 

住 所 （電話        ）
本 籍 地

（都道府県名）
 

 私は、次のとおり免許状更新講習の課程を修了したため、教育職員免許法施行規則の

一部を改正する省令（平成20年文部科学省令第９号）附則第９条第１項の規定により、

下記の免許状について教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平

成19年法律第98号）附則第２条第３項第３号の規定による確認を申請します。 

１ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏 名

免許状に記載
された本籍地 

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

２ 修了又は履修をした免許状更新講習 

事     項 開設者 修了（履修）年月日 

教職についての省察並びに子どもの変化、
教育政策の動向及び学校の内外における
連携協力についての理解に関する事項 

    年 月 日 

教科指導、生徒指導その他教育の充実に関
する事項 

 
   年 月 日 
   年 月 日 
   年 月 日 

注 この申請書には、次の書類を添付してください。 
１ 免許状の写し、教育職員免許状授与証明書、更新講習修了確認証明書又は教育職員免

許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附則第２条第
３項第３号の確認証明書（前回の更新講習修了確認が免除されている場合は免許状更新
講習免除証明書、修了確認期限が延期されている場合は修了確認期限延期証明書）のい
ずれか 

２ 免許状更新講習の開設者が発行する免許状更新講習（修了）（履修）証明書（当該証
明書が免許状更新講習の開設者から免許管理者に直接送付される場合は不要です。）。 

収入証紙 

はり付け 
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    第五号様式（第九条） 

修了確認期限延期申請書 

  千葉県教育委員会 様                    年  月  日 

フ リ ガ ナ 

氏    名                ○印  
生年月日   年 月 日 

勤務（予定） 
校又は機関等 

 職  名  

住 所 （電話        ）
本 籍 地

（都道府県名）
 

 私は、次のとおり教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成
19年法律第98号）附則第２条第４項に規定する事由（教育職員免許法施行規則の一部を
改正する省令（平成20年文部科学省令第９号）附則第７条第１項各号に規定する事由を
含む。）に該当するため、同令附則第９条第１項の規定により、下記の免許状について修
了確認期限の延期を申請します。 

１ 延期事由 

（延期事由が継続する期間    年  月  日～  年  月  日） 

２ 延期期間      年  月  日まで延期 

３ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏 名

免許状に記載
された本籍地 

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

４ 延期前の修了確認期限      年  月  日まで 

（証明者記入欄） 

 上記の者は、教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第２

条第４項に規定する事由（教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第７条

第１項各号に規定する事由を含む。）に該当することを証明する。 

年  月  日   （所属） 

          （職及び氏名）             ○印  

注 この申請書には、次の書類を添付してください。 
１ 免許状の写し、教育職員免許状授与証明書、更新講習修了確認証明書又は教育職員免許法及び

教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附則第２条第３項第３号の確認
証明書（前回の更新講習修了確認が免除されている場合は免許状更新講習免除証明書、修了確認
期限が延期されている場合は修了確認期限延期証明書）のいずれか 

２ 所属長の意見書 

収入証紙 

はり付け 
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    第六号様式（第十一条） 

免許状更新講習免除申請書 

  千葉県教育委員会 様                    年  月  日 

フ リ ガ ナ 

氏    名                ○印  
生年月日   年 月 日 

勤務（予定） 
校又は機関等 

 職  名  

住 所 （電話        ）
本 籍 地

（都道府県名）
 

 私は、次のとおり教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平成20年文部科学

省令第９号）附則第10条第１項に規定する免許状更新講習を受ける必要がない者に該当

するため、同令附則第９条第１項の規定により、下記の免許状について免許状更新講習

の免除を申請します。 

１ 免除事由 

 

２ 有する免許状 

種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 
免許状に記載
された氏 名

免許状に記載
された本籍地 

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

   年 月 日    

 

（証明者記入欄） 

 上記の者は、教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第10条第１項に規

定する者に該当することを証明する。 

年  月  日   （所属） 

          （職及び氏名）             ○印 

注 この申請書には、免許状の写し、教育職員免許状授与証明書、更新講習修了確認証明書
又は教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）
附則第２条第３項第３号の確認証明書（前回の更新講習修了確認が免除されている場合は
免許状更新講習免除証明書、修了確認期限が延期されている場合は修了確認期限延期証明
書）のいずれかを添付してください。 

収入証紙 

はり付け 
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   附 則 

 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 


